
り
込
ま

れ

聞
の
考－え
方

い
た
が

、
戦

五
誰
が
負
う

ゆ
、

問
年
代

叫
ま
せ
始
め

の
中

で
重

J
よ
う
に

な

� 細 そ： 暑 iと き 性臼 rc t 重 吉
い 菌 いでしれ 質 本 積 、 円 法

つ戦なあたたをの極世 ど の
た 、いる 。犯認対的界～制

川
し
て
行
わ

山
廷

の
裁
判

自
に

対
し
て

山
戦
争
と

い

～
認
め

た
。

」
ま
ざ
ま

な

山
略

戦
争
を

v
軍
国
主
義

八
な
人
民
群

圃V「

戦
争

の
罪
を
追
及
し
て

い
な

い
と

い
う
批
判
が

あ
る
が

、

全
体

の
正
当
性と
公
正
性、

歴
史

的
意
義
に
マ
イ
ナ
ス

の

影
響

を
及
ぼ
す
と
と
ぱ

な

しV
抗
日

戦
争
終
結
後

、
中
国

は
日

本
に

対
し

、
講
和
条
約

と
賠
償
金
に
つ

い
て

の一
連

の
文
書
を
提
出

し
た

。
し
か

し
国
際
地
位

の
低
下
に
よっ

て
、

米
国
そ

の
他
同
盟
国

の

支
持
を
得
ち

れ
な
かっ

た
。

日
本
が
台
湾
当
局
と
条
約

を

締
結
し

、
新
中
国
と

の
国
突

回
復

の
門
は
閉
ざ
さ

れ
て

し

まっ
た

。
米
国
が
東
京
裁
判

の
中

で

昭
和
天
皇

の
戦
争
責
任
な
ど

の
戦
争

犯
罪
を
追
及
せ
ず

、

公
職
追
放

を
解
除

し
、

A
級

戦
犯
容
疑
者
を
釈
放

し
た
た

中国側

ち
に
「
日
華
平
和
条
約」
な
ど

を

：

適
宜
取
り
上
げ
て
不
統一
に
記
述

活
糾
し
て
い
る
た
め
に

、
問
題
点
や
論

字
国
争
点
が
明
確
に
浮
き
上
がっ
て
は

大
中
ハ
ま
ハ

。

養
叫m

l
F山小
関
係
に
も
大
き

な
影
響
を

教
ゅ

与
え

た
文
化
大
革
命
や
中
ソ

対
立

際

期
の
日
中
両
共
産
党
聞

の
不
和
に

回出 ・白
つ

い
て

の
記
述
も
ほ
と
ん
ど

な

枠広

い
。

制則

乙
れ
ち

の
ホ
ッ
ト

な
問
題
に
つ

酎附

い
て
は
中
国
側
が
ま
だ
言
及
す

る

叫一

段
階
に
至っ
て

い
な
かっ

た
の
で

E．

あろ
う
が

、
日

本
側
と

し
て
は
ぜ

ひ
つっ
こ
ん

で
ほ

し
かっ

た
。
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東
京
裁
判

の
認
識
が

対
照
的

だ
。

日
本
側
は
東
京
裁
判

の
否
定

に
近
い

。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約

で
東
京
裁
判

の
ジ
ャ
ッ

ジ

「
日
中
歴
史
共
同
研
究」

で
近

現
代
史

の
戦
後
編
が
非
公
開
だ

っ
た
と
報
じ
ち

れ
て

い
た
だ
け

に
、

期
待
し
て
読
ん
だ

。
論
点
が

歩み寄り努力は評価

粟屋憲太郎・立教大教授
（日本現代史）

で
、

寛
大
で
極
刑
に
処
せ
ず

本
人…

が
思
想
改
造
し
た
成
果
を
主
彊
し…

た
。帰

国
し
た
旧軍
人
は
反

戦
、日

中
友
好運
動

を
やっ

た
と

の
言
い…

分
だ

。
主
張
が
か
み
合
わ
ず

、
中…

国
側
に
は
公
表
は
無
理
だ
ろ
う

。．

日
本
側
委
員
は
政
治
学
者
ば
か…

り
で

、
専
門

の
歴
史
学
者
を
入
れ…

るべ
き
だっ

た
。

事
実

の
間
違
い”

は
あ
る
が
日

本
側
が
侵
略

を
認…

め
、

双
方
で
歩
み
寄
ろ
う
と

し
た…

の
は
評
価

で
き

る
。

中
国
側
も
日 ．

本
の
文
献
を
引
用
し
て
そ

の
通
り…

と
思
う
部
分
が

あ
り

、
研
究

の
接…

近
は

あ
る

。

論点明確にならず

メ
ジ
ト

を
受
諾
し
た
の
に

、
記
述

が
な
い
の
は
意
図

的
。

と
れ
は
主

流
の
考
え

で
は

な
く
保
守
派
と
変

わ
ち

な
い

。
中
国
側
は
ソ
連
か
ち

送
ち

れ
た
戦
犯
を
裁
い
た
裁
判

多
岐
に
わ

たっ
て

い
る
だ
け
に

、

読
者

の
関
心
も
高
い

の
で
は

な

い
か

。
し
か

し
、

日
中
双
方
が
東
京
裁

判
や
靖
国
問
題

、
教
科
書
問
題
さ

め
、

日
本
は

戦
勝
国
か
ら
圧

力
を
受
貯

な
く

な
り

、
侵
略

戦
争

の
中
心

的
人
物

の一
部

が
政

界
に
返
り
咲

い
て
中
枢

の
地
位
を
占
め

た
。

い
ま
だ

い
く
ら
か
増
加

。
叩
年
代

、

戦
争
に
関
す

る
内
容
が
再
び

適
度
に
減
少
し
た

。
愛
国
主

義
教
育
は

、
学
生
に
民
族

的

自
尊
心
と
自
信

を
確
立
さ

せ
、

祖
国

を
熱
愛
す

る
心
と

国
家
建
設

の
た
め
に
貢
献
す

る
精
神
を
育
成
さ
せ

る
も

の

で
、

国
際
主
義
教
育
と
同
時

に
な
さ

れ
、

狭
障

な
民
族

主
義
に
は
反

対
し
な
廿

れ
ば

な
ら

な
い

。

靖
国
神
社
は
依
然
と

し
て

戦
時
中

の
「
英
霊」

を
顕
彰

す
る
立
場
を
堅
持
し

、
「
日

本
民
族

の
精
神
史」
を
た
た

え
る
と
と

を
通
じ
て
侵
略

戦

争
を
肯
定
し
て

い
る

。
A
級

戦
犯
合
杷
後

、
首
相

の
参
拝

は
東
京
裁
判
を
否
定
す

る
意

義
を
持
つ
と
み

な
さ

れ
た

。

戦
争
被
害
国

の
国
民
に
精
神

侵
略

戦
争
に
つ

い
て
統一
さ

れ
た
法
的
結
論
や
政
府
統一

見
解
を
持

た
ず

、
政
府
要
人

や
政
治
勢
力
が
「
言
論

の
自

由」
を
掲
げ
活
動

を
行
い

、
ア
ジ
ア
諸
国

の
反
発
を
呼

び
、

外
受
摩
擦
を
生
じ
さ
せ

て
い
る

。
台
湾
は
古
く
よ
り
中
国
固

有
の
領
土
で
あっ
た

。
日

本
が
「
ポ
ツ
ダ
ム
公
告」
を
受

け
入
れ
る
乙
と

を
決
定
し
た

と
と
は

、
台
湾
を
中
国
に
返．

還
す

る
こ
と

を
意
味
し
て

い

る
。

台
湾
は
中
国
固
有

の
領

土
で
あ
る
と

い
う
法
理
的

地
位
に
改
め
て
確
認
を
取
り

付
け

た
乙
と
に

な
る

。
対
日

賠
償
問
題
も
重
要
な
事
項

だっ
た

。
ど

の
よ
う
に
日
米

12面水

安
全
保
障
条
約
に
向
き
合

う
か

、
と

れ
は
国
交
正
常
化

談
判
が
成
功
す

る
か
否
か

を

左
右
す

る
重
要
な
問
題
だっ

た
。

第

3

部

第

2

章

1

9

7

2

3

2

0

0

8

年

． 
日本側

（む（｜
の
平
和
と
安
定

の
確
保
に
移
状
況
が
表
れ
た

。‘

し
、

日
本

の
安
全
保
障
上
の

前
年
日
月

、
橋
本
首
相
が

役
割
を拡
大
レ
ょ
う
と
す

る
江
主
席
と
会
談
レ

、
地
球
規

考
え
が
政
府
内

で
強
ま
り

、
模
の
問
題

で
の
日
中
協
力姥

日
米
安
保
共
同
宣
言
が
前
年
呼

び
掛
け

た
。

例
年
7
月
勃

4
月
に
ク
リ
ン
ト
ン
大
統
領
持
し
た
ア
ジ
ア
金
融
危
機
が

と
橋
本
龍
太
郎
首
相

の
闘

で
構
想
を
後
押
し
し
た

。
し
か

調
印
さ

れ
たo
中
国
は
日
米
し
江
主
席
は
鎚
年
日
月
日

本

安
保
協
力

の
強
化
が
台
湾
海
を
訪

れ
歴
史

認
識
に
つ
い
て

峡
で
起
乙
り
う

る
蛮
力
紛
争
の
対
日
批
判
を
展
開

し
、

多

へ
の
介
入
を
ね
ら
う
も

の
だ
く

の
日

本
人

の
失
望
と
反
発

と
激
し
く
非
難
し
た

。

を
招
い
た

。
幻

世
紀
初
め

の

下』
寸て
吉
田
定』己
埠自
主
文ER
ヨ－
ロトg
R
主
「
史』ロ叉主
義一

44
Z
3
E
E
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k
zap
Eに
E
e
れれ－
E
M「
玄申
書L

と
し
て
中
華
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
と

い
わ

れ
、

日
本
側
は
中
国

ム
を
か
き
立
て

、
結
果
と

し
の
国
防
費
に
不
信
感
を
募
ち

て
多
く

の
中
国
人

の
反
日
感
せ

、
中
国
側
は
日

本
が
防
衛

情
を
高
め

た
。

日
本
の
側

で
政
策
上
「
普
通

の
国」
に

な

も一
部

で
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム

る
と
と

を
不
安
視

し
たo
m

l

の高揚が
み
包
杭「
両
国

φ4

2倍
晋ヰ一
首
相
訪
哨
者

ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
が
反
容
契
機
と

し
て
日
中

の
政
治
闘

し
、

お
互
い
を
増
幅
さ
せ

る
係
は一
気
に
好
転
し
た

。

表
れ
たo

m
年
6

月
4
目

、
中
国

で

政
治
騒
動
が
起
こ
り

、
欧
米

国
家
は
中
国
に

対
し
て

制
裁

を
発
動

し
た
が

、
日

本
政
府

は
留
保

の
姿
勢

を
とっ

た
。

日
米
は
悦
年
か
ち
双
方

の
同

盟
関
係
を
強
化

し
て

、
中
国

の
安
全
環
境
に
マ
イ
ナ
ス

な
圧
力

を
増
大
し
た
た
め

、

日
中

の
安
全
面

で
の
相
互

信
頼

の
雰
囲
気

を
悪
化
さ
せ

た
。

日
本
政
治
は
「
政

界
の

総
保
守
化」

の
趨
勢
が
表
れ

、

侵
略
歴
史

を
否

認
し

、
憲
法

9
条

の
改
定

を
主
張

し
、

東

京
裁
判
を
否

認
す

る
勢
力

が
か
つ
て

な
く
力

を
付
げ

た
mm
年
4
月
に
「
日
米
安
全

保
障
共
同
宣
言」

を
発
表

。

そ
の
中

の
「
周
辺
事
態」

な

ど
の
概
念
は

、
日
米
が
共
同

で
台
湾
事
務

を
干
渉
す

る
意

図
が
に
じ
み
出
て

、
中
国

の

安
全
面

の
憂
慮

を
引
き
起
こ

し
た

。
mw
s

mm
年
に
日
中
関

係
は
圏
実
回
復
以
来
最
低
位

に
陥
り
、

初
め
て

の
「
政
冷

経
熱」

の
局
面
が
表
れ
たo

w
年
橋

本
首
相

の
訪
中

、
李

鵬
首
相

の
訪
日

で
「
政
冷」

の
ど
ん
底
か
ら
抜
け
出

し
始

め
た。2

0
0
1

年
以
来一
連

の

問
題

を
め
ぐっ
て
政
治
摩
擦

が
起
き

た
。

と
り
わ
け
小
泉

純一
郎
首
相
が
6
回
も
靖
国

神
社

を
参
拝
し
た
こ
と
が

、

日
中

の
政
治
関
係
と
民
衆

の

感
情
に一
番
大
き

な
マ
イ
ナ

ス
な
影
響

を
も

た
ら

し
、

第

二
の
「
政
冷
経
熱」

の
局
面

が
表

れ
た

。
安
倍
首
相
が
何

年
、北

京
に「
氷
を
砕
く
旅」

を
し

、
「
日
中
が
共
同

の
戦

略
利
益
に
基
づ
く
互
恵
関

係」
を
構
築
す

る
こ
と

を
提

案
、

中
国
指
導
者
が
受
口
入

れ
た

。
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り
た
の
は
加
を
背
景
に
よ
り
強
化
さ

れ
、

v
江
沢
民
主
栄
光

の
歴
史
だ
け

で
な
く
屈

ω
運
動
や
天
辱・
被
害

の
側
面
を
強
調
し

フ
る
危
機
感
た

。
衆
を
分
け

る
と
と

を
提
起
し

た
。

日
年

の
「
歴
史
教
学
大

綱」
は
中
学
校

の「
世
界
史」

に
つ

い
て
「
必
ず
愛
国
主
義

と
国
際
主
義

の
教
育

を
貫
徹

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い」
と

し
、

戦
争
時
期

の
日

本
軍

の

活
動
に
つ

い
て
比
較
的
具
体

的
な
叙
述
が
さ

れ
た
が

、
軍

国
主
義
者
と
普
通

の
民
衆
と

を
区
別
す

る
原
則
は
貫
か

れ

たD初
年
代
後
半

、
日

本
の一

部
政
治
家
が
無
責
任
な
発
言

で
戦ザ
責
任
を

認
め
ず

、
歴

史
教
科
書

の
日

本
軍

の
侵
略

と
稽
虐
行
為
を
暴
く
内
容
が


